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報告第１７号

損害賠償の額を定め和解することについての専決処分の報告について

損害賠償の額を定め和解することについて，地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき，議会の議決により指定された市長の専決処分事項として別紙のとお

り専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平成２８年１１月２９日提出

取手市長 藤 井 信 吾
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専決処分第１２号

専 決 処 分 書

損害賠償の額を定め和解することについて，地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき，議会の議決により指定された市長の専決処分事項として，次のとお

り専決処分する。

平成２８年１１月９日

取手市長 藤 井 信 吾

損害賠償の額を定め和解することについて

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により，市が管理する

公園における事故による損害について，次のとおり賠償し，和解するものとする。

１ 相手方 （住所）○○○○○○○○○○

（氏名）○○○○○

２ 事故の概要

平成２８年８月２３日未明，取手市井野台一丁目２６４５番地１の井野台さく

ら公園において，強風により公園敷地内に植えられていた桜の木の枝が落下し，

相手方が所有するフェンス及び駐車場の屋根が損傷したものである。

３ 損害賠償額 ３１３，１０２円（過失割合 市１００：相手方０）


